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 平成２６年度個別労働紛争解決制度の施行状況まとまる 

～「いじめ・嫌がらせ」の相談４年連続トップ（増加に歯止め掛らず）～ 

 
栃木労働局（局長 堀江雅和）は、平成２６年度の個別労働紛争解決制度（※）の

施行状況を取りまとめましたので公表します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※ 個別労働紛争解決制度は、都道府県労働局が、個々の労働者と事業主との間の紛争について、無

料で解決援助サービスを提供する制度。援助方法は、労働相談のほか、労働局長が行う「助言・

指導」、労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の３つがある。 

平成２７年６月２４日 

【照会先】 

 栃木労働局総務部企画室 
   企 画 室 長  堀澤 俊孝 
   労働紛争調整官   柴山 明憲 

（電話）028－634－9112 
          

 

厚生労働省栃木労働局 Press Release 

《 概 要 》 詳細は別紙参照 
○平成２６年度に、県内の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は３年ぶ 
りに減少したものの、１２年連続で１万件超え。 

 
・総合労働相談件数         12,060件（前年度比－998件（－7.6%）） 
・うち民事上の個別労働紛争相談件数  2,663件（前年度比－95件（－3.4%）） 
 
○ パワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」の相談が４年連続でトップ、件数・割合 
 ともに過去最多を更新。一方、「解雇」に関する相談は過去最少となる。 
 
・「いじめ・嫌がらせ」の相談件数       912件（前年度比＋34件（＋3.9%）） 
・うち民事上の個別労働紛争相談件数に占める割合  34.2%（前年度比＋2.4%） 
 
○労働局長による助言・指導を求める申出受付件数は急増し過去最多水準に迫る。

一方、紛争調整委員会によるあっせん申請受理件数は 9 年ぶりに 100 件の大台

を下回るも依然として高水準が続く。 
 
・助言・指導申出受付件数        136件（前年度比＋28件（＋25.9％）） 
・あっせん申請受理件数          97件（前年度比－40件（－29.2％） 
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１．総合労働相談の状況 
（１）件数の推移 

栃木労働局では、同局内と県内７労働基準監督署内に「総合労働相談コーナー」を設置し、労

働問題全般に関する相談にワンストップで対応しているが、平成２６年度１年間に同コーナーに

寄せられた総合労働相談（民事上の個別労働紛争に関する相談、法令又は制度に関する問い合わ

せ、行政指導を求める相談など）件数は、平成２５年度を９９８件（▲７．６％）下回る１２，

０６０件となった。（図１参照） 

このうち、労働基準法違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労働

紛争に関する相談は、平成２５年度を９５件（▲３．４％）下回る、２，６６３件となった。（図

２参照） 

総合労働相談全体としては、３年ぶりに減少したものの依然として１万件を超えるなど高止ま

りの状況にある。また、民事上の個別労働紛争に関する相談も平成２６年度は僅かに減少したも

のの、リーマンショック以後は2千件台後半から３千件台の状況が続くなど依然として高水準で推

移している。 
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（２） 民事上の個別労働紛争相談の内訳 

①  相談内容別件数内訳（相談内容別延件数３，４９９件） 

相談内容別では、パワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が９１２件で４年連続

で最多となり、次いで、「自己都合退職」に関する相談が３９５件、「解雇」に関する相談が

３３２件と続いている。（図３、４参照） 

特に、パワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は２６．１％と全体の４分１

を占め、相談者数ベース（２，６６３件、図２参照）では３４．２％と３人に１人の割合とな

っている。 

近年減少傾向が続く「解雇」に関する相談については、平成２５年度から更に２０％減少し、

初めて第３位に後退した。 

第２位の「自己都合退職」と第４位の「退職勧奨」には、パワハラを含む「いじめ・嫌がら

せ」が原因であるとする相談が目立っている。 

なお、「自己都合退職」に関する相談の中には、近年の在職求職者（転職希望者）の増加傾

向に伴い、「辞めたいのに辞めさせてくれない」等といった足止めに関するトラブルが多く含

まれている。（図３、４参照） 

栃木労働局では、これらパワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」に関する相談の増加を受けて、

「職場のパワーハラスメントの予防・解決」に向けて作成した各種リーフレット等による周知

啓発、セミナー開催のほか、「大学生等これから社会人となる学生に対する労働法制普及」の

取組のなかにおいてもパワハラに関する説明を加える等、パワハラ問題で被害者となりがちな

若年層に対する理解の促進にも努めている。 

②  相談者の種類別（個別労働紛争相談件数２，６６３件の内訳） 

相談者の種類別では、労働者からの相談が２，２０９件（８３．０％）と大半を占め、事業主

からの相談が２０４件（７．７％）、その他（家族など）からの相談が２５０件（９．４％）と

なっている。 

③  労働者の就労状況別（個別労働紛争相談件数２，６６３件の内訳） 

紛争の当事者である労働者の就労状況別では、正社員が８８３件（３３．２％）と最も多く、

次いでパート・アルバイトが４１８件（１５．７％）、期間契約社員が２４３件（９．１％）、

派遣労働者が１１０件（４．１％）と続いた。（図５参照） 
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図３ 平成26年度 相談内容別個別労働紛争相談件数（延べ３４９９件※）

 
 

 
※ 1 件の相談の中に複数の該当項目がある場合は、それぞれの項目に計上している。 
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※ 1件の相談の中に複数の該当項目がある場合は、それぞれの項目に計上している。 
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図５ 就業状況別個別労働紛争相談件数
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２．栃木労働局長による「助言・指導」の受付状況 
平成２６年度の栃木労働局長による助言・指導を求める申出件数は、平成２５年度より２８件増

（２５．９％）の１３６件と急増し、再び過去最多に迫る水準となった。（最多は平成２３年度の

１４９件）（図６参照） 

申出内容別では「いじめ・嫌がらせ」に関するものが２９件（１９．６％）で最も多く、以下「解

雇」に関するものが２２件（１４．９％）、「退職勧奨」に関するものが１１件（７．４％）の順

で続いている。（図７参照） 
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図７ 助言・指導の申出内容・件数（延べ１４８件※）

 
 
 
 
 

※ 1 件の申出の中に複数の該当項目がある場合は、それぞれの項目に計上している。
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３．栃木紛争調整委員会による「あっせん」の受付状況 
平成２６年度のあっせん申請受理件数は９７件で、平成１７年度以来９年ぶりに１００件を下回

った。しかし、全国では１３位と依然として高水準にある。（図８参照） 

申請内容別では、「解雇」と「いじめ・嫌がらせ」に関するものがいずれも３３件（３２．４％）

で、この２つの内容で、全体の２/３を占める結果となった。（図９参照） 
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図９ あっせん申請の内容（延べ１０２件※）

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

紛争調整委員会とは、 

弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、

都道府県労働局ごとに設置されている。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっ

せん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施するものである。 

※ 1 件の申請の中に複数の該当項目がある場合は、それぞれの項目に計上している。 
 








